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十 斑正の請求期間の毘重しについて� | 

|現 1 
10 r更正の語求J Iま、申告iこ保る税額が計算誤り等iこより過大である場合等!こ、総鰭者が議ら申告宍容の是正

を説務当罵iこ藷求でfきる犠科であり、期隷禽の遺正申告を求める申告続税制度の機外機韓である。

。通常、議読者が誤りを発見するのは、次の申告期であること等を麟まえ、環軒の3をまの鵠求期罷iま1年間と
されている。� 

0J.lY途、税務署長は S年間、職権により減額更査を行うことができる。

[;Eな更正等の期間制限】(申告納税方式による関絞め域合)

期開(臨終113
ではないか。

区 分 期濁制限〈通常の場合)

課税庁 税額の増(r増額東lEJ ) 法定申告期F良から� 3年(法人税については6年)
による 税額の滅(r減積j!lEj ) i決定申告期限から� 5年 から� 7年

納税者 税額の増(r修正申告J ) 法定申告期限から� 5年
による 税額の減(r吏疋の議求J ) 法定申告織限から� 1年(後発的事由の場合� 2月)

置な論点!� 

O納税者の視点!こ立ち、納税者から更正の請求ができる鎖閣の延長を検討するに当たっては、
年)や、減襲更正の期間� (5年}をどのように適並立設定するかという問題があり、総� A. L L  

税税の場合

法定申告期限

。更まの舗求課題を延長する場合、東正処分iこ対する不線申立期間{現行� 2月間〉を経過した後においても3をまの語求が
行えることとなり、事実上、不般的期献す経創れることと問乙こととなるが、この点について、験税者の権奪i遜~
と法律鑓係の王手議安定との婆議!こ照らし、どのように対応すべきか。

。爽務冨への影響の検証や、執存体鰯の整儲についてどう考えるか。
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税額の確定手続

2 鱗続申告等

)続税申告(1 

(2) 更正の請求

3 更正又は決定� 

正)更(1 

(2) 決 定

(3) 再更正

申告納税方式における「税額の確定J ) 
申告納税方式とは、納付すべき税額が納税者のする申告により確定することを原良.IJとし、その申告が

ない場合又はその申告に係る税額の計算が冨税に関する法律の規定に従っていなかった場合その他当

該税額が税務議長又は税務意義の欝資したところと異なる場合に限り、税務饗長又は税関長の処分(更正

又は決定)rこより確定する方式そいう〈通� 16Q)一〉。 

続税者は、弱税!こ関する法律の定めるところにより、鶏線内申告饗署長法定申告慾娘までに貌務署長に

提出しなければならない〈逮� iわ。
期限内廓告番号皆様出ずべきであった者は、その提出懸限後においても、決定があるまでは、期議後串

重量を税務署義に提出することができる(違法� 18)。
納税申告審者を縄出した者又は更正若しくは決定後受けた者i淳、その鱗付すべき税額に不足がある場合

(， 

その他…定の場合には、賢正があるまでは、修正申告書を税務義主義に提出することができる(連� i的。� 
納税取告書を機出した者又は更正若しくは決定を受けた護者i泳、その納付すべき税額が過大である場合

その他一定の場合には、…定の期間内に限り、税務著書長に対し、� (j凝縮)更正をすべき旨の請求をする

ことができる(通� 23ω@)。
税務署長は、東成の請求があった場合には、その請求に係る課税標準等又は税額等について調査し、

更正をし、五えは獲さ蕊なすべき理由がない旨をその請求をした著者に漣知する(通� 23ゆ)。� 

税務審長i淳、納税申告書の提出があった場合において、その鱗税申告書に記載された課税標準等又は

税事葉等の計算が関税iこ擬する法律の規定に従っていなかったと定、その他当観課税標準等又は税棋等が

その欝まましたところと異なるときは、その欝査により、き当競申告饗!こ係る諜税標準等文は税額等を更正
する〈遺� 24)。� 

税務議長{ふ鱗税申告議を提出する義務があると認められる著者が当該申告警を提出しなかった場合に� 

i手、その諮霊祭により、当該申告書に係る謀説標準等3えは税綴等そ決定する〈遥� 25)。� 

税務署長i説、更正文は決定〈湾要正を含む。以下関じ。)者をした後、その更正又は決定をした課税標

準等又は税額等が過大又は過少であることを知ったときは、その額資により、当該更正文は決定に係る

課税標準等又は税鍛等唱を更正する(還� 26)。� 
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申告納税方式における� r税額の確定J (2) 

{事正申告・・・・

(通 19①)
碍々更正 • • • 
{通 26) 

、申 告

(通 17、18)
更正

(通 24)

修正申告

(通 19@)

修正申告

(通持参)

(減額)直正
(通 23@)

更正の請求

(通 23 Q)@)
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〈備考) r. . .・」は、更に更正毒事の税額確定行為がありf怒ることを意味している。� 
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「云子決定のできる期間� I 

[申告納税方式による国税]

士総

額

3定

正

区 分

総限内申告後の重度正

法定申告期限から

期限後� 3年経過誌の期限

後申告告に係る賢正

申告後� 

法定寧後期限から
の去を迂� 

3年経過後の期限

後申告祭iこ係る更正

決定後の更正

;成 綴 東 エε

;夫 定

純損失等の金額に係る更正

通 手者 の 場 会

法定申告告綴摂から� 3年{法人税については5年) (通 70信一〉

次のいずれか遅い臼{通冷部一)� 

-i去定申告期篠から� 3年

-申告き婆提出日から 2!e手

{法人税については法定申告織機から 5年〉

法定申告長期限から� 5年(通� 70(i)1!!l)

法定申告務総から� 5年{滋� 70③)

法定績を告期限から� 5空宇{遜� 70(i)-・二)

法定市告期限から� 5年(通� 70③〉

法定申告毎期限から� 5年(法人税については� 7年) (遜 70φ二会� 

続税の場合

法定申告期限から� 7年

〈通� 70@-) 

…一一
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3 

区 分

更正の請求ができる場

dZh 

内 貯官判

-通常の場合(遇 23①)� 

課税標準等若しくは税額等(注)の計算が税法の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことにより、納)(1 

付すべき税額(注)を過大に申告した場合

(2) 同様の理由により、純損失等の金額(注)を過少に申告した場合又は純損失等の金額の記載がなかった場合� 

(3) 同様の理由により、還付金の額に相当する税額(注)を過少に申告した場合又は還付金の額に相当する税額の記載がなかっ

た場合

(注)更正があった場合には、その更正後の金額、税額等

.後発的事由に基づく場合〈通 23②)� 

(1) 課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に関する訴えについての判決により、その事実が当該計算の基礎としたと

ころと異なることが確定したとき� 

(2) その申告をし、又は決定を受けた者に帰属するものとされていた所得その他課税物件が他の者に帰属するものとする当該他

の者に係る国税の更正又は決定があったとき� 

(3) その他法定申告期限後に生じた上記に類する政令で定めるやむを得ない理由があるとき

.特別の場合(各税法による特則)

、資産の譲渡代金が回収不能となったこと(所63)事業を廃止した後に必要経費に算入されるべき金額が発生したこと(所)(1 

64)等の事実が生じたことにより、上記の通常の場合に掲げる事由が生じたとき(所� 152)。� 

(2) 前年分以前の所得税額又は前事業年度分以前の法人税額等についてされた更正等に伴い、その翌年分以後の所得税額又はそ

の翌事業年度分以後の法人税額等について上記の通常の場合に掲げる事由が生じたとき(所� 153、法� 80の2・旬、消� 56)。� 

(3) 相続税又は贈与税について、未分割遺産の分割、相続人の異動、遺留分による減殺の請求等の事由が生じたことにより、課

税価格及び相続税額又は贈与税額が過大となるとき(相� 32)。

何) 取得見込価額により居住用財産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例等の規定の適用を受けた場合において、現実に取得

した土地等の価額が取得見込価額をこえるとき等(措36の3②等)。 等� 
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号撃� !2r 分 手持

2 更JEi審決期綴 -通常の場合 5関税の言缶詰主申告期限から� 1年以内〈滋� 23①)

.後発的事由にま毒づく犠合 当該事実が生じた悶の盟主隠から� 2月以内〈遜� 23@)

.特別の場合 

(1) 譲渡代金が!1il収不能となった場合等及び前年分の異動iこ伴うものである場合においては、これらの事実が生じた闘の袈おか

品〕5商5、82・z、法的の153・152以内〈所2jjら� 

(2) 穏続税法事理係ぷび事昔畿泌総係にあっては、その務災が主主じた忌の翌認から� 4月以内〈季語� 32、措� 28の� 3奇襲毒事〉� 

3 更乏の言葉求(J)対象 -通常の議会 事属意義語辞後著書iこ言記載した課税者霊童襲毒事又i本電話華薬害事{更正があった場合iこは笈Z主主農の謀説漂準等又は害発護霊祭)(滋 23

①〉。

.後発的事由 iこま毒づく場合 納税申告書に記載した官課税綴準等又は税額等〈賀正があった場合lこは更正後の謀税標準毒事又は税額

等)のほか、決定を長けた場合 1:1ま決定に係る課税祭準高専 ~I立税額擦も対象となる(j滋 23@)。

.特別の場合同よ(所 152等〉� 

4 更正の言帯主肢の方式 更正請求書を援制ずる。これには、請求Iこ係る東Z駐車fJ. {義の探税務準等又Iま税事襲撃事、J!JEの請求をする理車、� S話3主意驚完投若をする� 

iこ主主った事情の言李総その偽著書着替となるべき事宅震を記載しなければならない〈遜� 23③〉。� 

5 J豆互の雪量求先 車線事詫主主を孫豪華T~税務著書主義〈毒患入品 iこ係る惑をきi議事菱総務にあっては、重量総長) (滋 23Q器③入

なお、所得税、主主人意識、絡事籍後、� Z差与税、土色鏑鋭、務総事豊富撃の譲渡等iこ主義る消量産税叉iま湾詩書鰯重量促進税iこ係るJ!JEのま背3設にあ

つては、その納税調ちが災動した場合における吏涯の務求$Ieについての特例がある〈滋� 23⑦〉。� 

6 調 査 税務署長又は税関授は、東JEの請求があった場合!こl志、その締求に係る課税額準事事又iま税額縁について調査する(去最初④).� 

7 更正の請求の処理室

段} 更正をすべきま襲aがないとき 更正をすべ窓理aがない障を通知〈遇� 23③〕� 

8 徴収の猶予

④)23(i蹟JE(減額)更更正をすべき浪曲がああとき) (1 

更JEの請求があった機会においても、その請求!こ係る2護軍誕の徴収を猶予しない.1，とだし、税務署長文 lま税事号長において総畿の

草堂島があると認めると若者泳、そのE義務の全毒事又はー毒事の事故絞殺重量予することがて子ぎる〈滋� 23③)。� 
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の処理状況� U 


{主韓佼:終〉

思分 卒成� 18事務年度 平或� 19事務年震 平成� 20事務年窓

所持税� 212，114 217，781 221，333 

法人説� 5，783 8，411 8.128 

報続税� 9.183 8.018 8，313 

購革税� 1，541 1，406 1，253 

{奇襲考ト濁税庁劉べ

-事務若手援を :7月~翌年� 6J寺の� 1年間� 
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主鄭闘における更正等の主な期間常1]娘 (未定稿〉

日本 イギリス ドイツ フランス

総綴蓄量定方式 霊童謀議税方式

おのいずれか濃い� B i 4年〈無申告普の場合も罪容 量芋の� 12 !l31 Eiから 4
から� 3年 様〉 王手

。無申告の場合i立法定$10'1とだし、事義援れがま量所 Oただし、納税者に過失� O録申告をの場合i本線税
告翼君短から� 5王手〈またま主)I手専の� 25%績の場合iま6年� Oただし、続税者{こ過失 があった場合iま5年 期間の終了から� 10年

。脅襲申f告の場合j立無期限 があった場合iま6岩手� O凝申告の場合iま課税
。会2撃により延長待。 期間の終了から� 5年� iO停止事由あり(笈
。停止君事aあり(説説議判所へ� iO延長事由あり(期限後 (過失の場合)又lま10 i 案の通知書事)
州議・蕗i三宮沢ït~摘訴訟臨 申告、調査による獲 王手(脱税の場合)
等) 等)� 10停止毒事由あり(吏正の

淡水、奥畿中立て� 

O無制限� o課税期間の終了から 年の手専lの2f1舎31を臼行か勺7'1ー010課税期間の終了から� 
20年俸�  10年

。記長定申告告期限又は申
。法定申告期限から� 5年 念議後泌おのいずれ� O課税務照の終了から� O所得の織を告を行った� 10諜税英語僚の終了から
〈減実質更亙〉 か滋い縫合、ら� 3童手� 4王手 意事の� 12 .Fl31おから� 41-3年

。会議!こより主義f喪主草 委事

。語専
若手の� 12 .Fl31 Bから� 4 

02ま定員ド告期限から5芸員!]I 0法定寧告書語源から� 1王手 年� O課税織間の終了から� 
5 if:(j修正申告)� 10なし 以内は申告書の訂正が� 3年

可能 。ただし、納税者に過失
があった場合は� 5年

。課税期間の終了から� 4 

O 申告毎幾奇襲術関から� 3 年i立、課税庁による滅
臭繊申立(賦長思決従Oぴ簡tJ:.&異議申S、1]。際貝額更正(還付)書世論王位2又|ま納付臼から年

0法定申告期限から原則 年ゐいずれか遅い砕 することが可能 務な絞東(いずれも賦 通知書による滋知の

一一一


温2加(閣正号室求、 溜fl. J~ゆ像織笠谷 行� 3製決 のi滋知を受け 日から起算し"(2年� 
Iif:且の閉ノ 証で、瑚問醐々、をう た閃から� lヶ月)� Iこよ後の�  12 .FJ31 B ;;;1:') 

が』前と線が)可能(絞殺納付 り処草壁� iこより処理

課
税
庁

納
税
者 
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